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岐阜県食品安全行動基本計画(第５期)見直し 新旧対照表 

頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

目次 施策の方向 2 食品に対する安心感の向上まで 略 

 

施策の方向 3 将来にわたる安全な食生活の確保 

1 県内産農林畜産物の生産・消費の推進 

（1）環境調和型農業と消費者をつなぐ新たな仕組みづくり 

 

 

総論 2 岐阜県食品安全行動基本計画の基本的事項（１）計画の位置づけ 

【SDGs の理念につながる施策】 

施策の方向 2 まで 略 

 

施策の方向 3 環境調和型農業と消費者をつなぐ新たな仕組みづくり 

 

 

 

 

 

（2）計画の期間 略 

 

（3）計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

目次 施策の方向 2 食品に対する安心感の向上まで 略 

 

施策の方向 3 将来にわたる安全な食生活の確保 

1 県内産農 畜産物の生産・消費の推進 

（1）環境にやさしい農業の推進 

（2）地産地消の推進 

 

総論 2 岐阜県食品安全行動基本計画の基本的事項（１）計画の位置づけ 

【SDGs の理念につながる施策】 

施策の方向 2 まで 略 

 

施策の方向 3 環境にやさしい農業の推進 

         地産地消の推進 

 

 

 

 

（2）計画の期間 略 

 

（3）計画の推進体制 
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頁 新 旧 
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岐阜県食品安全・安心推進連絡会議 

議長 健康福祉部 健康福祉部長 

 知事公室 秘書広報課長 

 総合企画部 総合政策課長 

 危機管理部 危機管理政策課長 

 環境エネルギー生活

部 

廃棄物対策課長 環境管理課長 

県民生活課長 

 健康福祉部 健康福祉政策課長 健康推進課長 感染症対策

推進課長  生活衛生課長 薬務水道課長 

 商工労働部 産業イノベーション推進課長 

県産品流通支援課長※ 

 農政部 農政課長 農産物流通課長 農産園芸課長 畜

産振興課長 家畜防疫対策課長 農村振興課長 

里川・水産振興課長 

 林政部 県産材流通課長 

 教育委員会事務局 体育健康課長 

※令和８年４月１日組織見直しにより廃止 

 

3 第 4 期計画の取組み状況と課題まで 略 

 

４ 第 5 期計画の中間見直し時の取組み状況と課題 

施策の方向 3 将来にわたる安全な食生活の確保 

これまでに、「ぎふクリーン農業（Ｒ5 年度末で終了）」や「ぎふ清流 GAP 評価制度」

等により、環境や食品の安全性に配慮した生産体制の確保について推進してきました。

この安全で安心な農産物を安定的に提供するためには、より多くの生産者が環境に配

慮した農業に取組める環境づくりをするとともに、この取組みを広く消費者に伝えていく必

要があります。 

同時に、将来に向けて食品の安全・安心を確保するためには、食品の安全に関わるす

岐阜県食品安全・安心推進連絡会議 

議長 健康福祉部 健康福祉部長 

 知事直轄 広報課長 

 清流の国推進部 清流の国づくり政策課長 

 危機管理部 危機管理政策課長 

 環境生活部 廃棄物対策課長 環境管理課長 

県民生活課長 

 健康福祉部 健康福祉政策課長 保健医療課長 感染症対

策推進課長 薬務水道課長 生活衛生課長 

 商工労働部 産業イノベーション推進課長 

県産品流通支援課長 

 農政部 農政課長  農産物流通課長  農産園芸課長 

畜産振興課長 家畜防疫対策課長 農村振興

課長 里川振興課長 

 林政部 県産材流通課長 

 教育委員会事務局 体育健康課長 

 

 

3 第 4 期計画の取組み状況と課題まで 略 
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べての人材が高い専門性を持つことが重要であることから、人材の確保と育成を継続して

行っていく必要があります。 

 

＜課題＞ 

・環境と調和し、食品安全を確保した生産体制の構築 

・安全で安心な農産物の生産情報・取組みの情報発信の強化 

 

5 第 5 期計画の目標と施策の方向 

 

＜施策の方向＞まで 略 

 

＜体系＞ 

3 つの施策の方向、10 の基本的施策、23 の施策を設定し、計画を進めていきます。ま 

た、第 4 期計画の取組み結果を踏まえ、第 5 期計画に向けた課題を重点施策として 

設定しました。 

 

施策の方向 基本的政策 施策 

1 食品等の安全性の確保 

1 コンプライアンスの推進 (1)コンプライアンスの周知

啓発の推進 

2 HACCP の取組みの

推進 

(1)HACCP の適正運用

の推進 

3 監視指導・検査の推

進 

(1)食中毒対策 

(2)アレルゲン対策 

(3)農薬対策 

(4)食品添加物対策 

(5)遺伝子組換え食品対

策 

(6)環境汚染物質・環境

因子対策 

 

 

 

 

 

 

 

4 第 5 期計画の目標と施策の方向 

 

＜施策の方向＞まで 略 

 

＜体系＞ 

3 つの施策の方向、10 の基本的施策、24 の施策を設定し、計画を進めていきます。ま 

た、第 4 期計画の取組み結果を踏まえ、第 5 期計画に向けた課題を重点施策として 

設定しました。 

 

施策の方向 基本的政策 施策 

1 食品等の安全性の確保 

1 コンプライアンスの推進 (1)コンプライアンスの周知

啓発の推進 

2 HACCP の取組みの

推進 

(1)HACCP の適正運用

の推進 

3 監視指導・検査の推

進 

(1)食中毒対策 

(2)アレルゲン対策 

(3)農薬対策 

(4)食品添加物対策 

(5)遺伝子組換え食品対

策 

(6)環境汚染物質・環境

因子対策 
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)畜水産物対策 

(8)健康食品対策 

(9)食品表示対策 

(10)輸入食品対策 

(11)食品廃棄物対策 

4 危機管理対策の構築 (1)危機管理対策の推進 

2 食品に対する安心感の

向上 

1 リスクコミニケーションの

推進 

(1)双方向のリスクコミニケ

ーション 

(2)食品の安全と信頼に

関する情報の提供 

(3)県民の意見の収集と

活用 

2 食品の安全・安心に

関する教育の推進 

(1)学校等における食品

安全教育の推進 

(2)地域社会における食

品安全教育の推進 

3 食品の安全に関する

各認定制度の活用 

(1)食品の安全に関する

各認定制度の普及推進 

3 将来にわたる安全な食

生活の確保 

1 県内産農林畜産物の

生産・消費の推進 

(1)環境調和型農業と消

費者をつなぐ新たな仕組

みづくり 

2 食品の安全を支える

調査研究の推進 

(1)食品の安全を支える

調査研究の推進・活用 

3 食品の安全を守る人

材の確保 

(1)食品の安全を守る人

材育成の推進 

 

各論 施策の方向 1 食品等の安全性の確保 

3 監視指導・検査の推進 

(2)アレルゲン対策 目指す方向まで 略 

(7)畜水産物対策 

(8)健康食品対策 

(9)食品表示対策 

(10)輸入食品対策 

(11)食品廃棄物対策 

4 危機管理対策の構築 (1)危機管理対策の推進 

2 食品に対する安心感の

向上 

1 リスクコミニケーションの

推進 

(1)双方向のリスクコミニケ

ーション 

(2)食品の安全と信頼に

関する情報の提供 

(3)県民の意見の収集と

活用 

2 食品の安全・安心に

関する教育の推進 

(1)学校等における食品

安全教育の推進 

(2)地域社会における食

品安全教育の推進 

3 食品の安全に関する

各認定制度の活用 

(1)食品の安全に関する

各認定制度の普及推進 

3 将来にわたる安全な食

生活の確保 

1 県内産農 畜産物の

生産・消費の推進 

(1)環境にやさしい農業の

推進 

(2)地産地消の推進 

2 食品の安全を支える

調査研究の推進 

(1)食品の安全を支える

調査研究の推進・活用 

3 食品の安全を守る人

材の確保 

(1)食品の安全を守る人

材育成の推進 

 

各論 施策の方向 1 食品等の安全性の確保 

3 監視指導・検査の推進  

(2)アレルゲン対策 目指す方向まで 略 
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頁 新 旧 

 

20 

 

 

 

 

 

 

31 

 
 

 
 
 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事業 

○食物アレルギーに関する周知（生活衛生課、健康推進課） 

食品関連事業者及び県民に対し、各種講習会などを通じて、アレルギー表示制度や食 

物アレルギーに関する知識の普及を図ります。 

 

(6)環境汚染物質・環境因子対策 

目指す方向まで 略 

 

主な事業 

                                                    

                                                        

   

 

指標 

項目 単

位 

R4 年

度 

実績 

R6 年

度 

R7 年

度 

R8 年

度 

R9 年

度 

R10 年

度 

担当課 

食品衛生監視指導

計画に基づく米のカ

ドミウム検査数目標

達成率 

% 100(

3/3

検体) 

100 100 100 100 100 生 活 衛 生

課 

食品衛生監視指導

計画に基づく牛乳等

の PCB 検査数目標

達成率 

% 100(

2/2

検体) 

100 100 100 100 100 生 活 衛 生

課 

ダイオキシン類常時

監視件数 

検

体 

24 24 24    環 境 管 理

課 

水生生物保全に係

る環境基準達成率 

% 100 100 100 100 100 100 環 境 管 理

課 

主な事業 

○食物アレルギーに関する周知（生活衛生課、保健医療課） 

食品関連事業者及び県民に対し、各種講習会などを通じて、アレルギー表示制度や食 

物アレルギーに関する知識の普及を図ります。 

 

(6)環境汚染物質・環境因子対策 

目指す方向まで 略 

 

主な事業 

○放射性物質検査の実施（農政課、農産園芸課、畜産振興課、里川振興課） 

県内の主要農畜水産物について放射性物質検査を実施し、県ホームページに掲載しま 

す。 

 

指標 

項目 単

位 

R4 年

度 

実績 

R6 年

度 

R7 年

度 

R8 年

度 

R9 年

度 

R10 年

度 

担当課 

食品衛生監視指導

計画に基づく米のカ

ドミウム検査数目標

達成率 

% 100(

3/3

検体) 

100 100 100 100 100 生 活 衛 生

課 

食品衛生監視指導

計画に基づく牛乳等

の PCB 検査数目標

達成率 

% 100(

2/2

検体) 

100 100 100 100 100 生 活 衛 生

課 

ダイオキシン類常時

監視件数 

検

体 

24 24 24 24 24 24 環 境 管 理

課 

水生生物保全に係

る環境基準達成率 

% 100 100 100 100 100 100 環 境 管 理

課 
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頁 新 旧 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空間放射線量率の

定点測定値点数 

地

点 

12 12 12 12 12 12 環 境 管 理

課 

 

(7)畜水産物対策 コラボレーションまで 略 

 

指標 

項目 単位 R４年度 

実績 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10

年度 

担当課 

薬剤耐性菌調査
検体数 

検体 21 10 10    家畜防疫 
対策課 

薬剤耐性菌調査
実施率 

%    100 100 100 家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品不
適正使用把握件
数 

件 ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ 家畜防疫 
対策課 

畜産農家への立
入・巡回指導の
実施 

回/農場 1 , 1 0 7回
/ 1 , 1 0 7 農 場 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

家畜診療施設
（診療獣医師）
に対する指導の
実施 

回/施設 84 回/ 
84 施設 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品店
舗販売業者（特
例店舗販売業者
を除く）に対す
る立入検査の実
施 

回/店舗 21 回/ 
32 店舗 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品特
例店舗販売業者
に対する立入検
査の実施 

回/店舗 49 回/ 
108 店舗 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／
3 に対
し 
1 回/

家畜防疫 
対策課 

空間放射線量率の

定点測定値点数 

地

点 

12 12 12 12 12 12 環 境 管 理

課 

 

(7)畜水産物対策 コラボレーションまで 略 

 

指標 

項目 単位 R４年度 

実績 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10

年度 

担当課 

薬剤耐性菌調査
検体数 

検体 21 10 10 10 10 10 家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品不
適正使用把握件
数 

件 ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ 家畜防疫 
対策課 

畜産農家への立
入・巡回指導の
実施 

回/農場 1 , 1 0 7回
/ 1 , 1 0 7 農 場 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/年 

全農場
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

家畜診療施設
（診療獣医師）
に対する指導の
実施 

回/施設 84 回/ 
84 施設 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/年 

全施設
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品店
舗販売業者（特
例店舗販売業者
を除く）に対す
る立入検査の実
施 

回/店舗 21 回/ 
32 店舗 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/年 

全店舗
の半数
に対し
1 回/

年 

家畜防疫 
対策課 

動物用医薬品特
例店舗販売業者
に対する立入検
査の実施 

回/店舗 49 回/ 
108 店舗 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／3
に対し 
1 回/年 

全店舗
の 1／
3 に対
し 
1 回/

家畜防疫 
対策課 
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45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 

食品衛生監視指
導計画に基づく
食肉等（輸入品
含む）の残留動
物用医薬品検査
数目標達成率 

% 96 
(402/420 

検体) 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

食品衛生監視指
導計画に基づく
輸入食肉等の残
留動物用医薬品
検査数目標達成
率  

% 55 
（33/60 
検体） 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

食用水産動物を
生産する養殖業
者への立入・巡
回指導の実施 

回/施設 70 回/ 
70 施設 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全 事 業 所
に対し 
１回/

年 

里川振興課 

 

(11)食品廃棄物対策 

主な事業まで 略 

 

コラボレーション 

・県内の飲食店、宿泊施設、食品小売店等をぎふ食べきり運動協力店・協力企業とし 

て登録し、食べきり運動を推進します。また、                                             

                                                         

  全岐阜県生活協同組合連合会等の各種団体と情報交換を行うなど連携して、普 

及啓発を図っていきます。（廃棄物対策課） 

 

指標 

項目 単位 

R４年度 

実績 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 担当課 

年 

食品衛生監視指
導計画に基づく
食肉等（輸入品
含む）の残留動
物用医薬品検査
数目標達成率 

% 96 
(402/420 

検体) 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

食品衛生監視指
導計画に基づく
輸入食肉等の残
留動物用医薬品
検査数目標達成
率  

% 55 
（33/60 
検体） 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

食用水産動物を
生産する養殖業
者への立入・巡
回指導の実施 

回/施設 70 回/ 
70 施設 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全事業
所に対

し 
１回/年 

全 事 業 所
に対し 
１回/

年 

里川振興課 

 

(11)食品廃棄物対策 略 

主な事業まで 略 

 

コラボレーション 

・県内の飲食店、宿泊施設、食品小売店等をぎふ食べきり運動協力店・協力企業とし

て登録し、食べきり運動を推進します。また、情報交換を行うなど、岐阜県旅館ホテル生

活衛生同業組合や岐阜県生活学校連絡協議会、岐阜県食生活改善推進員協議

会、全岐阜県生活協同組合連合会等の各種団体と            連携して 普

及啓発を図っていきます。（廃棄物対策課） 

 

指標 

項目 単位 

R４年度 

実績 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 担当課 
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56 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

57 

 

 

 

食品衛生監視指導計画
に基づく食品製造施設
監視目標回数達成率 

％ 

141 
(2,363/ 
1,674 施

設) 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

休業施設の監視指導数 
回/施

設 
4 回/ 
4 施設 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

生活衛生課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数  

店 1,223 1,295 1,330    
廃棄物 
対策課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数※ 

店 1,223   1,435 1,450 1,466 
廃棄物 
対策課 

※R6、R7 は、「岐阜県食品ロス削減推進計画」で定める R12 年度目標値 1,500 店

舗と R4 実績との差を年次で除した値。R8～R10 は、同目標と R6 実績との差を年次

で除した値。 

 

施策の方向 2 食品に対する安心感の向上 

1 リスクコミニケーションの推進 

(3)県民の意見の収集と活用 目指す方向まで 略 

主な事業 

○食育推進会議の開催（健康推進課） 

岐阜県食育推進会議及び圏域食育推進会議を開催し、県民の心身の健康の増進と

豊かな人間形成をめざした「食育」を県民と協働して推進するため、幅広く県民の意見を

聴取します。 

 

コラボレーション  

・食育推進会議において、関係者及び関係団体等と食育の取組み状況の共有を行い

ます。（健康推進課） 

 

食品衛生監視指導計画
に基づく食品製造施設
監視目標回数達成率  

％ 

141 
(2,363/ 
1,674 施

設) 

100 100 100 100 100 生活衛生課 

休業施設の監視指導数  
回/施

設 
4 回/ 
4 施設 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

把握して
いる全休 
業施設に
1 回/年 

生活衛生課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数  

店 1,223 1,295 1,330 1,365 1,400 1,435 
廃棄物 
対策課 

 

 

 

 

施策の方向 2 食品に対する安心感の向上 

1 リスクコミニケーションの推進 

(3)県民の意見の収集と活用 目指す方向まで 略 

主な事業 

○食育推進会議の開催（保健医療課） 

岐阜県食育推進会議及び圏域食育推進会議を開催し、県民の心身の健康の増進と

豊かな人間形成をめざした「食育」を県民と協働して推進するため、幅広く県民の意見

を聴取します。 

 

コラボレーション  

・食育推進会議において、関係者及び関係団体等と食育の取組み状況の共有を行い

ます。（保健医療課） 
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2 食品の安全・安心に関する教育の推進 

(2)地域社会における食品安全教育の推進 目指す方向まで 略 

主な事業 

○出前講座の実施（生活衛生課、健康推進課、薬務水道課） 

食品の安全に関する出前講座「食品の安全、知っ得講座」を実施します。 

 

3 食品の安全に関する各認定制度の活用 

(1)食品の安全に関する各認定制度の普及推進 

食品安全に関する県の各認定制度を浸透させます。 

 

現状と課題 

○岐阜県では、現在、5 つの食の安全に関する認定又は登録の制度を設けています。 

 

制度名 内容 制定年月日 
R5.3.31 

現在の数 
担当課 

岐阜県

HACCP 

導入施設認定

制度 

岐阜県が定める基準を満た

す衛生管理を実施している

施設を認定し、食品営業者

が HACCP に基づき衛生管

理をしていることを積極的に

評価する。 

H27.7.1 113 件 生活衛生課 

岐阜県版みど

り認定制度

（仮称） 

環境と調和した農業生産の

取組みを認定する国の制度

である「みどり認定」に、生産

工程を管理し、安全・安心を

確保する GAP の考え方を取

り入れた、新たな認定制度 

R8.10（予

定） 
- 農産園芸課 

2 食品の安全・安心に関する教育の推進 

(2)地域社会における食品安全教育の推進 目指す方向まで 略 

主な事業 

○出前講座の実施（生活衛生課、保健医療課、薬務水道課） 

食品の安全に関する出前講座「食品の安全、知っ得講座」を実施します。 

 

3 食品の安全に関する各認定制度の活用 

(1)食品の安全に関する各認定制度の普及推進 

食品安全に関する県の各認定制度を浸透させます。 

 

現状と課題 

○岐阜県では、現在、6 つの食の安全に関する認定又は登録の制度を設けています。 

 

制度名 内容 制定年月日 
R5.3.31 

現在の数 
担当課 

岐阜県

HACCP 

導入施設認定

制度 

岐阜県が定める基準を満た

す衛生管理を実施している

施設を認定し、食品営業者

が HACCP に基づき衛生管

理をしていることを積極的に

評価する。 

H27.7.1 113 件 生活衛生課 

ぎふ清流 GAP 

評価制度 

安全・安心で、環境にやさし

い農産物を提供するために、

食品安全、環境保全、労働

安全等の観点から岐阜県が

定めた農場評価規準に基づ

き生産が行われているかを評

価する制度 

R2.11.16 74 件 農産園芸課 
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目指す方向 略 

 

主な事業 

○岐阜県 HACCP 導入施設認定制度の推進（生活衛生課） 

HACCP 導入による高度な衛生管理の推進を図るため、HACCP に基づく衛生管理の

導入を希望する施設への相談対応、助言指導を行います。申請に応じて審査し、一定

水準以上の衛生管理を行っている施設を認定します。また、県民の HACCP の認知度

を向上させるため、県や関係団体が行う講習会などの機会を活用し、制度を周知しま

す。 

 

ぎふジビエ登録

制度 

ぎふジビエ衛生ガイドラインに

沿った衛生的で安全性の高

い野生獣肉であることを明確

にし、飲食事業者、加工業

者、県民等の利活用意欲を

高めることを目的に創設した

登録制度 

H27.11.27 119 件 農村振興課 

ぎふ食べきり運

動協力店登録

制度 

ぎふ食べきり運動協力店とし

て登録し、食べきり運動を推

進する。 

H30.9.11 1,223 件 廃 棄 物 対 策 課 

ぎふ食と健康

応援店 

飲食店などのメニューに栄養

成分等を表示したり、県から

の健康情報を県民へ情報提

供する店を協力店として「ぎ

ふ食と健康応援店」に登録

する。 

H9.4.1 1,040 店 生活衛生課 

          

          

                  

                  

                  

                  

                  

                 
         

     

 

目指す方向 略 

 

主な事業 

○岐阜県 HACCP 導入施設認定制度の推進（生活衛生課） 

HACCP 導入による高度な衛生管理の推進を図るため、HACCP に基づく衛生管理の

導入を希望する施設への相談対応、助言指導を行います。申請に応じて審査し、一定

水準以上の衛生管理を行っている施設を認定します。また、県民の HACCP の認知度

を向上させるため、県や関係団体が行う講習会などの機会を活用し、制度を周知しま

す。 

 

 

ぎふジビエ登録

制度 

ぎふジビエ衛生ガイドラインに

沿った衛生的で安全性の高

い野生獣肉であることを明確

にし、飲食事業者、加工業

者、県民等の利活用意欲を

高めることを目的に創設した

登録制度 

H27.11.27 119 件 農村振興課 

ぎふ食べきり運

動協力店登録

制度 

ぎふ食べきり運動協力店とし

て登録し、食べきり運動を推

進する。 

H30.9.11 1,223 件 廃 棄 物 対 策 課 

ぎふ食と健康

応援店 

飲食店などのメニューに栄養

成分等を表示したり、県から

の健康情報を県民へ情報提

供する店を協力店として「ぎ

ふ食と健康応援店」に登録

する。 

H9.4.1 1,040 店 生活衛生課 

県産品愛用推

進宣言の店 

県内産の食材を利用した料

理を提供している飲食店や、

県内の商品を多数取揃えて

いる販売店を「県産品愛用

推進宣言の店」として指定 

H14.7.12 357 店 
県産品流通

支援課 
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○岐阜県版みどり認定制度（仮称）の推進（農産園芸課） 

本制度の取組み拡大や生産された農産物の認知度に向け、ロゴマークの表示やＰＲ活

動を実施するほか、量販店や飲食店等の取扱店舗を増やすため、消費拡大に向けたプ

ロモーションを実施します。 

 

○ぎふジビエ登録制度の推進（農村振興課） 

ぎふジビエの解体処理施設、加工品製造施設、飲食店、販売店、宿泊事業者等の登

録業務を行い、登録店舗を県ホームページ等で紹介するなど、獣肉の利用拡大を進め

ます。 

 

○ぎふ食べきり運動協力店登録制度の運用（廃棄物対策課） 

「ぎふ食べきり運動」に協力する飲食店、宿泊施設、食品小売店等を協力店として登

録し、県ホームページ等で紹介します。 

 

○ぎふ食と健康応援店の登録店の活用（生活衛生課） 

ぎふ食と健康応援店の登録店から県民へ、食品表示をはじめ食の安全に関する情報提

供を行います。 

 

                          

                                                     

                                

 

コラボレーション 

・岐阜県 HACCP を取得している事業者と連携し、ホームページ等で制度を紹介するな

ど岐阜県 HACCP 導入施設認定制度の周知を図ります。（生活衛生課） 

                                                                      

                                                                      

                    

                                                                      

                                   

○ぎふ清流 GAP 評価制度の推進（農産園芸課） 

ぎふ清流 GAP 評価制度の普及拡大を推進し、人と環境にやさしい持続的な農業の実

践を支援します。また、GAP 農林産物の認知度向上に取り組み、販路拡大を支援しま

す。 

 

○ぎふジビエ登録制度の推進（農村振興課） 

ぎふジビエの解体処理施設、加工品製造施設、飲食店、販売店、宿泊事業者等の登

録業務を行い、登録店舗を県ホームページ等で紹介するなど、獣肉の利用拡大を進め

ます。 

 

○ぎふ食べきり運動協力店登録制度の運用（廃棄物対策課） 

「ぎふ食べきり運動」に協力する飲食店、宿泊施設、食品小売店等を協力店として登

録し、県ホームページ等で紹介します。 

 

○ぎふ食と健康応援店の登録店の活用（生活衛生課） 

ぎふ食と健康応援店の登録店から県民へ、食品表示をはじめ食の安全に関する情報

提供を行います。 

 

○県産品愛用推進宣言の店の指定（県産品流通支援課） 

県産品の活用に積極的な企業や店を指定し、木製名板を贈呈・設置することにより、

各店舗で PR するとともに、指定店を県ホームページ等で紹介します。 

 

コラボレーション 

・岐阜県 HACCP を取得している事業者と連携し、ホームページ等で制度を紹介するな

ど岐阜県 HACCP 導入施設認定制度の周知を図ります。（生活衛生課） 

・ぎふ清流 GAP 評価制度を主とした GAP や有機農業等、環境負荷の低減に取り組

んでいる農業者の声を県民に伝える取り組みを量販店や直売施設と協同して行い、県

産農産物の魅力を伝えます。（農産園芸課） 

・生活衛生課、各県事務所、各市町村、食関係協議会、商工会等と協力し、「県産

品愛用推進宣言の店」指定事業について周知します。(県産品流通支援課) 
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65 

 

 

 

指標 

※R6、R7 は、「岐阜県食品ロス削減推進計画」で定める R12 年度目標値 1,500 店

舗と R4 実績との差を年次で除した値。R8～R10 は、同目標と R6 実績との差を年次

で除した値。 

 

岐阜県からのメッセージ 略 

 

施策の方向３ 将来にわたる安全な食生活の確保 

 

1 県内産農林畜産物の生産・消費の推進 

（1）環境調和型農業と消費者をつなぐ新たな仕組みづくり 

項目 単位 
R４年

度 
実績 

R6 年
度 

R7 年
度 

R8 年
度 

R9 年
度 

R10
年度 

担当課 

ぎふ清流 GAP 実践率 ％ 19.2 25 35    
農 産 園
芸課 

ぎふ清流 GAP 消費者
認知度 

％ 3.5 20 25    
農 産 園
芸課 

岐阜県版みどり認
定制度（仮称）取組
面積 

ha    1,000 2,000 3,000 
農 産 園
芸課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数 （再掲） 

店 1,223 1,295 1,330    
廃棄物 
対策課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数 （再掲）
※ 

店 1,223   1,435 1,450 1,466 
廃棄物 
対策課 

 

指標 

 

 

 

 

 

岐阜県からのメッセージ 略 

 

施策の方向３ 将来にわたる安全な食生活の確保 

 

1 県内産農 畜産物の生産・消費の推進 

（1）環境にやさしい農業の推進 

項目 単位 
R４年

度 
実績 

R6 年
度 

R7 年
度 

R8 年
度 

R9 年
度 

R10
年度 

担当課 

ぎふ清流 GAP 実践率
※ 

％ 19.2 25 35 - - - 
農 産 園
芸課 

ぎふ清流 GAP 消費者
認知度※ 

％ 3.5 20 25 - - - 
農 産 園
芸課 

ぎふ食べきり運動協力
店登録店舗数 （再掲） 

店 1,223 1,295 1,330 1,365 1,400 1,435 
廃棄物 
対策課 
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地域の消費者が求める安全安心な農産物を、地域で生産・提供していきます。 

 

現状と課題 

〇環境や食品の安全性に配慮した生産体制の確保については、ぎふ清流 GAP 評価制

度*（令和 2 年度開始）等の推進により、成果を上げてきました。 

 

〇一方、消費者が求める安全で安心な農産物を安定的に提供するためには、より多くの

生産者が環境に配慮した農業に取組める環境づくりをするとともに、この取組を広く消費

者に伝えていく必要があります。 

 

目指す方向 

ぎふ農業活性化基本計画に基づき、従来の「地産地消」を転換し、安全・安心や環境

への配慮、新鮮さ等、地域の消費者が求めるものを地域で生産・提供する「地消地産」

の考えのもと、県民をはじめ消費者が、岐阜県産の環境にやさしい農産物を選べるような

新たな認定制度の創設や、地消地産による生産者の創意工夫を生かした販売力の強

化を支援します。 

 

主な事業 

○環境保全に取り組む農業者への支援（農産物流通課、農産園芸課） 

環境と調和した農業生産の取組みを認定する国の制度である「みどり認定」を活用し、

生産工程を管理し、安全・安心を確保する GAP の考え方を取り入れた、新たな認定制

度「岐阜県版みどり認定制度（仮称）」を創設します。 

この取組みの認知度向上に向け、生産された農産物にロゴマーク表示等をした PR 活動

や、量販店等の取扱い店舗を活用したプロモーションを実施します。 

 

○朝市・直売所や飲食店、量販店等への支援（農産物流通課） 

「岐阜県版みどり認定制度（仮称）」により生産された消費者ニーズの高い安全で安

心な県産農産物の販売を促進するため、直売所や飲食店、量販店等への周遊イベント

等を開催する他、朝市・直売所に対する研修会を実施します。 

 

安全な農産物を安定的に供給します。 

 

現状と課題 

〇環境や食品の安全性に配慮した生産体制の確保については、ぎふクリーン農業*

（平成 11 年度開始）や岐阜県 GAP*確認制度*（平成 29 年度開始）等の推

進により、成果を上げてきました。 

〇将来にわたり安全・安心な農産物を提供するためには、これまで以上に GAP を浸透

させていくことが求められていることから、従来の取り組みを廃止し、令和 2 年 11 月、新

たにぎふ清流 GAP 評価制度*を創設しました。 

 

目指す方向 

ぎふ農業・農村基本計画に基づき、環境にやさしい農業への支援や安全な農産物の安

定供給に必要な担い手を育成します。また、農業の生産段階における食品安全に対す

る意識を高め、生産管理強化への取組みを支援します。 

 

 

 

主な事業 

○環境保全に取り組む農業者への支援（       農産園芸課） 

化学肥料・化学合成農薬を低減し、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高

い営農活動に取り組む農業者に対して、取組面積に応じ交付金を交付するなどの支援

を行います。 

 

 

 

○朝市・直売所         への支援（農産物流通課） 

地産地消の場である朝市・直売所の利用拡大のための研修会を実施します。 
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○消費者視点に立った地消地産の推進（農産物流通課） 

消費者と生産者等の情報交流の場を設け、消費者ニーズが生産に反映される取組みを

推進するとともに、食農体験等を通じ、将来を担う子どもから高齢者まで幅広い世代を

対象に地域農業への理解促進を図ります。 

 

○学校給食における県産農産物の利用の推進（農産物流通課、畜産振興課、体育

健康課） 

購入費の一部を助成するなど、学校給食での県産農産物や県内産牛乳の利用を促進

します。また、食育月間（6 月）・食育の日（毎月 19 日）学校給食週間（1 月）

などを通して、地域の農産物の魅力について周知します。 

 

○キノコ類の需要拡大に向けた調理方法等に関する消費宣伝活動の推進（県産材

流通課） 

県産キノコを使用した新商品の開発、料理レシピ・宣伝 PV の作成等の県内の消費拡

大を目的とした取組み                                を支援しま

す。 

 

コラボレーション 

・農産物流通課、畜産振興課と協力し、地消の取り組みについて周知します。（体育

健康課） 

・市町村、農業協同組合等と協同して、環境調和型農業を推進します。（農産園芸

課） 

 

指標 

項目  単位  
R４年度  

実績  

R6

年度  

R7

年度  

R8

年度  

R9

年度  
R10 年度  担当課  

ぎふ清流 GAP 実践率（再掲）  ％  19.2 25 35    農産園芸課  

○地産地消県民運動の実施（農産物流通課） 

県産農産物やその加工食品等の購買を促すための、地産地消フェア等を開催します。 

 

 

 

○学校給食における地産地消の推進（農産物流通課、畜産振興課、体育健康

課） 

購入費の一部を助成するなど、学校給食での県産農産物や県内産牛乳の利用を促

進します。また、食育月間（6 月）・食育の日（毎月 19 日）学校給食週間（1

月）などを通して、地産地消の取組みについて周知します。 

 

○キノコ類の需要拡大に向けた調理方法等に関する消費宣伝活動の推進（県産材

流通課） 

県産キノコを使用した新商品の開発、料理レシピ・宣伝 PV の作成等の県内の消費拡

大を目的とした取組みや、飲食店等の事業者と生産者とのビジネスマッチングを支援しま

す。 

 

コラボレーション 

・農産物流通課、畜産振興課と協力し、地消の取り組みについて周知します。（体育

健康課） 

・農業協同組合と連携して GAP の推進を図ります。（農産園芸課） 

・市町村、農業協同組合等と協同して、プロジェクトチームをつくり推進体制を整備しま 

す。（農産園芸課） 

指標 

項目  単位  
R４年度  

実績  

R6

年度  

R7

年度  

R8

年度  

R9

年度  
R10 年度  担当課  

ぎふ清流 GAP 実践率（再掲）※  ％  19.2 25 35 - - - 農産園芸課  
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ぎふ清流 GAP 消費者認知度（再掲）  ％  3.5 20 25    農産園芸課  

岐阜県版みどり認定制度（仮称）取組面

積（再掲）  
ha    

1,0

00 

2,0

00 
3,000 農産園芸課  

地産地消率  ％  40.3 51 52    農産物流通課  

学 校 給 食 に おける 地 場 産 物 の使 用 割 合 

(金額ベース) 
％  60.3 65 66    農産物流通課  

県内学校給食における牛乳消費量に占め

る県内産牛乳の使用割合（年間）  
％  100 100 100    畜産振興課  

「県産品愛用推進宣言の店 」の新規指定

数  
店  11 10 10    県産品流通支援課  

                                                      

                        

 

岐阜県からのメッセージ 

○県民の皆さんへ 

・消費者が求める安全で安心な農産物を安定的に提供するため、より多くの生産者が

環境に配慮した農業に取組める環境づくりを推進しますので、この取組みを広く県民の皆

さんに知っていただき、生産された農産物をご購入いただければと思います。 

 

 

 

○食品関連事業者の皆さんへ 

・安全で安心かつ、環境に配慮した農業により生産された県産農産物を、流通・販売事

業者の皆さんも積極的にご活用いただければと思います。 

 

 

 

 

ぎふ清流 GAP 消費者認知度（再掲）※  ％  3.5 20 25 - - - 農産園芸課  

         

地産地消率※  ％  40.3 51 52 - - - 農産物流通課  

学 校 給 食 に おける 地 場 産 物 の使 用 割 合 

(金額ベース)※ 
％  60.3 65 66 - - - 農産物流通課  

県内学校給食における牛乳消費量に占め

る県内産牛乳の使用割合（年間）  
％  100 100 100 100 100 100 畜産振興課  

「県産品愛用推進宣言の店 」の新規指定

数  
店  11 10 10 10 10 10 県産品流通支援課  

※令和 8～10 年度のぎふ清流 GAP に関する指標については、次期ぎふ農業・農村基

本計画（令和 7 年度策定予定）の目標を適用する。 

 

岐阜県からのメッセージ 

○県民の皆さんへ 

・安全・安心な農産物を安定的に供給し続けるため、県では

環境にやさしい持続的な農業を推進しており、ぎふ清流 GAP

評価制度をはじめとする GAP や有機農業の取組みをより多

くの県民の皆さんに知っていただき、環境負荷軽減により生産

された農産物をご購入いただければと思います。 

 

○食品関連事業者の皆さんへ 

・持続的な農業を目指し、ぎふ清流 GAP 評価制度や有機農業等の取組みを普及し

ていきますので、流通・販売事業者の皆さんも、県産農産物を積極的にご活用いただけ

ればと思います。 
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用語解説 

◇GAP 

農業生産工程管理（Good Agricultural Practice）のこと。「工程管理に基づく品

質保証」の考え方を農業現場に導入したものであり、食品事故などの問題が農場で起き

ないよう未然に防ぐ、農場管理の予防型取組みです。 

これを多くの農業者・産地が取り入れることで、食品の安全性向上のほか、環境の保

全、労働安全の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資

するとともに県民の信頼確保が期待されます。 

 

◇みどり認定 

「みどりの食料システム法」に基づき、環境負荷を低減し持続可能な農業を実現すること

を目的として、化学肥料・農薬の使用低減等に取り組む農林漁業者の５年間の事業

計画を認定する制度 

 

◇岐阜県版みどり認定制度（仮称） 

環境と調和した農業生産の取組みを認定する国の制度である「みどり認定」に、生産工

程を管理し、安全・安心を確保する GAP の考え方を取り入れた、新たな認定制度

（R8.10 制定予定） 

 

                  

                                                     

                                                    

 

                     

                                                    

 

                

                                                      

                                                      

                                                     

用語解説 

◇GAP 

農業生産工程管理（Good Agricultural Practice）のこと。「工程管理に基づく品

質保証」の考え方を農業現場に導入したものであり、食品事故などの問題が農場で起

きないよう未然に防ぐ、農場管理の予防型取組みです。 

これを多くの農業者・産地が取り入れることで、食品の安全性向上のほか、環境の保

全、労働安全の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資

するとともに県民の信頼確保が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○GAP チャレンジの推進（農産園芸課） 

農産物生産における GAP の実践や認証取得の取組みを総合的に推進します。また、

GAP の実践に必要な生産出荷施設の改修や備品の購入、分析調査を支援します。 

 

○国際水準 GAP 認証の取得支援（農産園芸課） 

国際水準の GAP 認証を取得するために必要な環境整備や認証審査を支援します。 

 

○有機農業の推進（農産園芸課） 

有機農業に関する知識や技術について助言できる人材を育成し、農業者の有機農業

への参入・転換を進め、さらに、化学肥料・化学合成農薬を使用しない代替技術の導

入を支援し、有機農業の取組みを推進します。また、有機農産物の流通・消費拡大を
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図るために、県民の理解増進に努めます。 

 

用語解説 

◇ぎふクリーン農業（令和 6 年 3 月廃止） 

土づくりを基本とし、化学肥料及び化学合成農薬等生産資材の適正かつ効率的な使

用及び各種代替技術等を用いて、化学肥料及び化学合成農薬の使用量を慣行栽

培に対して 30％以上削減する栽培を「ぎふクリーン農業」として定義しています。 

 

◇岐阜県 GAP 確認制度（令和 3 年 9 月廃止） 

農林水産省の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」に準拠

する岐阜県 GAP に沿って農場等の管理を実践している農業者を岐阜県が確認する制

度です。 

 

◇ぎふ清流 GAP 評価制度 

60 ページ参照 

 

（2）地産地消の推進 

県民と生産者を結び付け、安心を広げます。 

 

現状と課題 

○県政モニターによると、地産地消の取組みを「意識する」と回答した人の割合は、

72.3％と高い状態です。 

○県産品の販売又は利活用を推進する 357 店舗（R5.3.31 時点、飲食の部：

239 店舗、食品製造販売の部：34 店舗、販売の部：84 店舗）を「県産品愛用推

進宣言の店」として指定しています。県産品を活用した商品の製造やメニュー提供を行う

など、地産地消の推進に積極的な食品関連事業者が存在する一方で、食品関連事

業者への「県産品愛用推進宣言の店」指定事業の周知度不足があります。 

○県内の酪農家戸数、乳用牛飼養頭数はともに減少傾向にあり、生乳生産量も年々

減少しているのが現状です。近年は児童生徒数の減少等から学校給食用牛乳向けの

供給量は減少傾向ですが、生乳総生産量に対する供給割合は上昇しており、県内産
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100%を達成するためにも県内の酪農生産基盤の強化が課題となっています。 

○学校給食における県内農産物の使用割合は、玄米は 100％、小麦粉は 50%以

上ですが、野菜・果実は約 20.6％（令和 4 年度実績）と低くなっています。 

○県内の農産物直売所の販売総額は令和 2 年度まで横這いの状態であり、新型コロ

ナ感染  症の流行を受け、一時的に減少したものの、令和 4 年度には再び増加に転じ

ています。 

○キノコ類は岐阜県の林業産出額の約 30％を占め、生産額はほぼ横這いの現状で

す。 

○一方で、生シイタケについては、価格が低下傾向にある中で、東日本大震災の影響

により、キノコ類用の原木が不足し、原木単価が高騰しています。県内の特用林産物生

産者の支援やキノコ類用の原木の安定供給体制の確保が必要です。 

 

目指す方向 

県内産農産物の安定的な供給の促進とともに、農産物の直売活動の活性化や県産

品を取り扱う店舗の充実、学校給食における購入費の助成などにより、県内産農産物

を利用しやすい環境を整えます。 

 

主な事業 

○「県産品愛用推進宣言の店」の指定（県産品流通支援課） 

県産品の活用に積極的な企業や店を指定し、木製名板を贈呈・設置することにより、

各店舗で PR するとともに、指定店を県ホームページ等で紹介します。 

 

コラボレーション 

・生活衛生課、各県事務所、各市町村、食関係協議会、商工会等と協力し、「県産

品愛用推進宣言の店」指定事業について周知します。(県産品流通支援課) 

・県と県内の朝市・直売所で朝市連合を組織し、魅力ある直売所を目指して、各地域

や県全体での研修会を実施します。（農産物流通課） 

・県産農産物を取扱う店舗と共同で、地産地消促進のためのフェアや情報発信を実施

します。（農産物流通課） 

・各学校等が発行する献立表等で、地産地消の役割と、学校給食での県産農畜水産
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資料編 岐阜県食品安全基本条例まで 略 

 

指標一覧 

物の使用を周知します。（農産物流通課） 

 

岐阜県からのメッセージ 

○県民の皆さんへ 

・生産者の顔が見え、安全・安心で新鮮な品が手に入りやすい地元の農産物を選ん

で、地域の生産者を応援しましょう。 

・「県産品愛用推進宣言の店」指定店をぜひご利用ください！ 指定店は、地産地消

に積極的に取り組んでいますので、岐阜県産食材が楽しめます。 

 

○食品関連事業者の皆さんへ 

・県民の皆さんに「地産地消」の良さを知ってもらえるよう、地域の農産物の魅力や皆 さ

んが行う「地産地消」に向けた取組みを積極的に PR しましょう。 

・地産地消の推進に積極的な食品関連事業者様はぜひ「県産品愛用推進宣言の

店」への申請をお願いします！ 県とともに地産地消を推進していきましょう。 

 

用語解説 

◇地産地消率 

地産地消運動実施店舗における県内で生産される主要品目（農産物）販売額のう

ち県産農産物の占める割合のことです。 

 

資料編 岐阜県食品安全基本条例まで 略 

 

指標一覧 
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78  

項目 実績 
R6 

年度  

R7 

年度  

R8 

年度  

R9 

年度  

R10 

年度  
担当課 

施策の方向 1 食品等の安全性の確保 

3 監視指導・検査の推進 

(6) 

環境汚

染・環境

因子対

策 

ダイオキシン類常時監視

検体数  
24 検体 24 検体 24 検体    環境管理課 

(7) 

 

畜水産物

対策 

薬剤耐性菌調査検体数  21 検体 10 検体 10 検体    
家畜防疫対

策課 

薬剤耐性菌調査実施率     100% 100% 100% 
家畜防疫対

策課 

（11） 
食品廃棄

物対策 

ぎふ食べきり運動協力店

登録店舗数  
1,223 店  1,295 店  1,330 店     

廃棄物対策

課 

ぎふ食べきり運動協力店

登録店舗総数  

※R6、R7 は、「岐阜県

食品ロス削減推進計画」

で定める R12 年度目標

値 1,500 店舗と R4 実

績との差を年次で除した

値。R8～R10 は、同目

標と R6 実績との差を年

次で除した値。 

1,223 店    1,435 店  1,450 店  1,466 店  
廃棄物対策

課 

施策の方向 2 食品に対する安心感の向上 

3 食品の安全に関する各認定制度の活用 

（1）  

食品の安全に関す

る 各 認 定 制 度 の

普及推進 

ぎふ清流 GAP 実践率 19.2% 25% 35%    農産園芸課 

ぎふ清流 GAP 消費者認

知度 
3.5% 20% 25%    農産園芸課 

 

項目 実績 
R6 

年度  

R7 

年度  

R8 

年度  

R9 

年度  

R10 

年度  
担当課 

施策の方向 1 食品等の安全性の確保 

3 監視指導・検査の推進 

(6) 

環境汚

染・環境

因子対

策 

ダイオキシン類常時監視

検体数  
24 検体  24 検体 24 検体 24 検体 24 検体 24 検体 環境管理課 

(7) 
畜水産物

対策 
薬剤耐性菌調査検体数 21 検体  10 検体  10 検体 10 検体 10 検体 10 検体 

家畜防疫対

策課 

（11）  
食品廃棄

物対策 

ぎふ食べきり運動協力店

登録店舗数  
1,223 店  1,295 店  1,330 店  1,365 店  1,400 店  1,435 店  

廃棄物対策

課 

施策の方向 2 食品に対する安心感の向上 

3 食品の安全に関する各認定制度の活用 

（1）  

食品の安全に

関する各認定

制度の普及推

進 

ぎふ清流 GAP 実践率  19.2% 25% 35% - - - 農産園芸課  

ぎふ清流 GAP 消費者認

知度  
3.5% 20% 25% - - - 農産園芸課  
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岐阜県版みどり認定制度

（仮称）取組面積  
   1,000ha 2,000ha 3,000ha 農産園芸課 

ぎふ食べきり運 動協 力 店

登録店舗総数（再掲）  
1,223 店 1,295 店 1,330 店    

廃棄物対策

課 

ぎふ食べきり運 動協 力 店

登録店舗総数（再掲）

※R6、R7 は、「岐阜県食

品ロス削減 推進 計画 」で

定める R12 年度目標値

1,500 店舗と R4 実績と

の差 を 年 次 で除 した 値 。

R8～R10 は、同 目 標 と

R6 実 績との差 を年 次で

除した値。 

1,223 店    1,435 店  1,450 店  1,466 店  
廃棄物対策

課 

施策の方向 3 将来にわたる安全な食生活の確保 

1 県内産農林畜産物の生産・消費の推進 

( 1)）  

環境調和型農

業と消費者をつな

ぐ新たな仕組みづ

くり 

ぎふ 清 流 GAP 実 践 率

（再掲）  
19.2% 25% 35%    農産園芸課 

ぎふ清流 GAP 消費者認

知度（再掲）  
3.5% 20% 25%    農産園芸課 

岐阜県版みどり認定制度

（仮称）取組面積（再

掲）  

   1,000ha 2,000ha 3,000ha 農産園芸課 

地産地消率  40.3% 51% 52%    農産物流通課  

ぎふ食べきり運動協力店

登録店舗数（再掲） 
1,223 店 1,295 店 1,330 店 1,365 店 1,400 店 1,435 店 

廃棄物対策

課 

施策の方向 3 将来にわたる安全な食生活の確保 

1 県内産農 畜産物の生産・消費の推進 

（1）  
環境にやさしい

農業の推進  

ぎふ清流 GAP 実践率

（再掲）  
19.2% 25% 35% - - - 農産園芸課  

ぎふ清流 GAP 消費者認

知度（再掲）  
3.5% 20% 25% - - - 農産園芸課  

(2) 
地産地消の推

進 
地産地消率  40.3% 51% 52% - - - 農産物流通課  
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食の安全に関する相談窓口一覧 略 

 

食の安全に関する県関係機関一覧 

■県庁 

名称  電話番号  業務内容  

農産物流通課 058-272-8418 地消地産  

農産園芸課 058-272-8436 各品目の生産振興（米、麦、大豆、野菜、果樹、

茶、花き等） 

環境調和型農業の推進 

肥料、農薬の適正使用の推進 

 

■現地機関 略 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食における地場産

物 の使 用 割 合 （ 金 額 ベ

ース） 

60.3% 65% 66%    農産物流通課  

県内学校給食における牛

乳消費量に占める県内産

牛 乳 の 使 用 割 合 （ 年

間）  

100% 100% 100%    畜産振興課 

「 県 産 品 愛 用 推 進 宣 言

の店」の新規指定数  
11 店  10 店  10 店     

県産品流通支

援課 

 

食の安全に関する相談窓口一覧 略 

 

食の安全に関する県関係機関一覧  

■県庁 

名称  電話番号  業務内容  

農産物流通課 058-272-8418 地産地消  

農産園芸課 058-272-8436 農薬、肥料、農産物への有害物質、GAP、 

ぎふクリーン農業、野菜・果樹・茶の生産、 

米・麦・大豆の生産、花きの生産 

 

■現地機関 略 

 

 

 

 

学校給食における地場産

物の使用割合（金額ベ

ース） 

60.3% 65% 66% - - - 農産物流通課  

県内学校給食における牛

乳消費量に占める県内産

牛乳の使用割合（年

間）  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 畜産振興課  

「県産品愛用推進宣言

の店」の新規指定数  
11 店  10 店  10 店  10 店  10 店  10 店  

県産品流通支

援課  

 


